
Page 1

双方向番号ポータビリティのご利用に関する注意事項

2025/1/22
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本書は、
当社のクラウドPBXサービス「VoiceX」で利用できる

0ABJ番号の番号ポータビリティに関する
内容、申請方法などをご案内しております。

ご利用に際し
ご理解、ご留意いただきたい事項が多数ございますので、
正式お申込みの前に本書をご一読、ご了承いただいた上で

ご利用いただけますようお願い申し上げます。

はじめに
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当社が行う「番号ポータビリティ申請受付業務」は、アルテリア・ネットワークス株式会社
（以下、アルテリア社）が提供する「市外局番利用サービス」を、当社が代理販売（再販）し、
自社クラウドPBXサービス「VoiceX」で利用可能にするための「契約変更受付代理業務」と
なります。

「番号ポータビリティ申請受付業務」に関する当社の役割

番号ポータビリティを実施するサービス主体者はあくまでアルテリア社となります。
そのため、当社の役割は「お客様の電話番号契約に関し、既存の通信事業者からアルテリア社に変更する」
ことの「契約変更受付代理業務」となり、番号ポータビリティの可否については、アルテリア社が定める
利用規定に則った方法で実施させていただくこととなります。

また、当社が行う「契約変更受付代理業務」で最も重要となる「電話番号に関する契約情報の確認」と「正確
な情報による契約変更申請」は電話番号という秘匿性の高い情報の性質上、お客様側が「情報の主体者」にな
りますので、既存契約内容の確認や、事前の契約変更の必要有無などのご判断は、お客様が主体的に行ってい
ただくこととなります。

上記、予めご了承いただいた上でご利用いただけますよう、お願い申し上げます。
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双方向番号ポータビリティ
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双方向番号ポータビリティ

■双方向番号ポータタビリティ

番ポができる：NTT東・西の「一般加入電話」「ISDN電話」で取得した電話番号
NTT東・西の「ひかり電話」で取得した専用電話番号
NTT以外の通信事業者が発行した電話番号

番ポができない：050番号などのIP電話番号

■これまでの制約

番ポができる：NTT東・西の「一般加入電話」「ISDN電話」で取得した電話番号
番ポができない：NTT東・西の「ひかり電話」で取得した専用電話番号

NTT以外の通信事業者が発行した電話番号、050番号などのIP電話番号

※但し、番ポできるエリアは限定されます。（7ページを参照ください）
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双方向で
番号ポータビリティが

可能

固定電話番号

固定電話番号

固定電話番号

その他キャリア

固定電話番号

光電話専用番号

ISDN/アナログ番号
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番号ポータビリティ対象エリア
都道府県 市外局番 市区町村

北海道 011 札幌市

宮城県 022 仙台市

04 狭山市、所沢市、入間市

048

さいたま市、川口市、戸田市、朝霞市、鳩ケ谷市、志木市、新座市、

草加市、越谷市、三郷市、春日部市、和光市、八潮市、川越市、

富士見市

049 富士見市、ふじみ野市

042 相模原市

044 川崎市

045 横浜市

0463 平塚市

0467 綾瀬市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市

043 千葉市

047 船橋市、浦安市、市川市、松戸市、習志野市

04 柏市、我孫子市、流山市

03 ２３区、狛江市

042

あきる野市、昭島市、稲城市、清瀬市、国立市、国分寺市、羽村市、

西多摩郡、多摩市、東大和市、日野市、八王子市、福生市、立川市、

武蔵村山市、町田市、小平市、清瀬市、西東京市、東村山市、府中市

0422 三鷹市、小金井市、町田市、調布市、武蔵野市

埼玉県

神奈川県

千葉県

東京都

都道府県 市外局番 市区町村

052 名古屋市、清須市、日進市

0561 日進市、みよし市、愛知郡、瀬戸市

0568 春日井市

0586 一宮市

京都府 075 京都市

06 大阪市、豊中市、守口市、吹田市、東大阪市、門真市、八尾市

072
摂津市、門真市、八尾市、茨木市、池田市、堺市、箕面市、高石市、

寝屋川市、枚方市

0725 和泉市

06 尼崎市

078 明石市、神戸市

079 三田市

0797 西宮市、宝塚市

0798 西宮市、宝塚市

広島県 082 広島市

092 福岡市、春日市、太宰府市、筑紫野市、大野城市

093 北九州市

兵庫県

福岡県

愛知県

大阪府
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番号ポータビリティ後発信できない番号
IP電話網を使うサービスのため、以下の番号には発信できません。
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番号ポータビリティの申請手続き
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お申込みから開通までの流れ

① ご相談・事前確認

② 申請情報の整理
既存事業者への確認

③ 正式申請

④ 申請情報の確認
アルテリア社へ申請

⑤ 可否連絡
開通に関する情報取得

⑥ 番ポ日実施時間の確定

⑦ 開通

番号ポータビリティに関する事前のご相談。
対象番号を「簡易可否判定ツール」で確認。（可否を確定するものではなりません）

番号ポータビリティ申請に必要な情報（契約番号、残番号扱い、契約名義、住所など）を整理いただきます。
不明な点は、事前にご利用中の通信事業者へご確認いただき、正確な情報を把握してください。

当社所定の申込書（詳細は後述）に必要事項を記載の上、お申込みください。

申込書受領後、当社者で情報不備・不足の確認を行います。
情報が確定しだいアルテリア社に正式申請します。

申請内容に問題がなければ、アルテリア社から開通希望日での申請が受領された旨の連絡がきます。
情報に不足や齟齬がある場合は差し戻しとなり、再度お客様へ情報の確認を行います。
差し戻し理由により、ご利用中の通信事業者に再度確認をお願いする場合があります。
修正する情報が揃い次第、再申請を行います。

番号ポータビリティ実施日にて、当日の切り替え時間を確定します。
時間は平日の10:00～16:45の間で、ご希望の時間が選択できます。

予め取り決めた時間で切り替え作業を実施します。
完了しだい、必要な疎通確認を行い、問題なければ完了です。

差し戻しの場合
この工程を
繰り返します。
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番号ポータビリティ申請書

申込書

申請電話番号情報

以下をご記載の上、お申込みをお願いいたします。

・番号ポータビリティ申請書 ：申請者情報
・申請電話番号情報 ：電話番号の契約情報

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者 回線契約者 回線契約者（フリガナ） 回線名義の住所 設置場所住所 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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は特に正確な情報が必要です。
不備があると申請をお受けすることがで、ご不明な場合は必ずご利用中の通信事業者へ事前にお問い合わせください。

申請電話番号の記載方法
番号ポータビリティ申込書の2シート目「申請電話番号情報」に必要事項を記載ください。

① 申請に必要な電話番号をすべて（継続番号、廃止番号も含む）ご記載ください。

② 各番号の申請内容を（番ポ対象、継続、廃止）をご記載ください。

③ 各番号の契約状態（単独契約、代表組の有無、追加番号ありの親番号など）

④ 代表組の子番号や追加番号の場合は、紐ついている親番号をご記載ください。

⑤ 開通希望日をご記載ください。

⑥ 現在契約中の通信事業者（通信キャリア）をご記載ください。

⑦ 回線契約者（契約名義者）様の情報を記載ください。

⑧ 回線契約者（契約名義者）様の名義上の住所を記載ください。

⑨ 申請する電話回線（電話番号）が実際に設置されいる住所を記載ください。

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者 回線契約者 回線契約者（フリガナ） 回線名義の住所 設置場所住所 備考

1 03-xxxx-0001 継続 代表組・親 2024/5/1 NTT（メタル） 株式会社コムスクエア カブシキガイシャコムスクエア 東京都中央区銀座1-3-1 東京都中央区銀座1-3-1

2 03-xxxx-0002 番ポ 代表組・子 03-xxxx-0001 2024/5/1 NTT（メタル） 株式会社コムスクエア カブシキガイシャコムスクエア 東京都中央区銀座1-3-1 東京都江東区塩浜2-3-3

3

4

5
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申請する電話番号の情報

（３）複数の回線契約の電話番号が「代表組」されている

契約回線① 03-xxxx-0001 A：２番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は継続利用となる。「継続」と記載
C：②だけ番ポ → ①は継続利用となる。「継続」と記載契約回線② 03-xxxx-0002

（１）一つの回線契約に追加番号（ダイヤルイン番号）がある

A：２番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は解約となり「継続」は不可、「廃止」と記載

※②を継続したい場合は、事前に契約変更が必要
C：②だけ番ポ → ①は継続利用となり「継続」と記載

追加番号② 03-xxxx-0002

代表組

追加

（４）複数の回線契約の電話番号が「代表組」され、追加番号（ダイヤルイン番号）がある

追加番号③ 03-xxxx-0003
追加

契約回線① 03-xxxx-0001

契約回線② 03-xxxx-0002
代表組

A：３番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は継続利用となり「継続」と記載

③は解約（廃止）となり「廃止」と記載
※③を継続したい場合は、事前に契約変更が必要

C：②だけ番ポ → ①③は継続利用となり「継続」と記載
D：③だけ番ポ → ①②は継続利用となり「継続」と記載

情報に誤りがある、または以下のルール外の申請は受理されません。

契約回線① 03-xxxx-0001

（２）複数の回線契約、電話番号に関連性がない

契約回線① 03-xxxx-0001 A：２番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は継続利用となる。「継続」と記載
C：②だけ番ポ → ①は継続利用となる。「継続」と記載契約回線② 03-xxxx-0002

単独

単独

光回線契約
の場合

アナログ
ISDNの
回線契約

※
回線は光でも
この契約が
継続されている
場合、も含む
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No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 継続 親・追加あり NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 番ポ 追加・親あり 03-xxxx-0001 2024/5/1 NTT（メタル）

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 番ポ 親・追加あり 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 廃止 追加・親あり 03-xxxx-0001 NTT（メタル）

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 番ポ 親・追加あり 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 番ポ 追加・親あり 03-xxxx-0001 2024/5/1 NTT（メタル）

申請書「申請電話番号情報」の記載例

A

B

C

（１）一つの回線契約に追加番号（ダイヤルイン番号）がある

A：２番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は解約となり「継続」は不可、「廃止」と記載

※②を継続したい場合は、事前に契約変更が必要
C：②だけ番ポ → ①は継続利用となり「継続」と記載

契約回線① 03-xxxx-0001

追加番号② 03-xxxx-0002追加

光回線契約

契約・追加あり

追加・契約あり

NTT（ひかり）

NTT（ひかり）

契約・追加あり

追加・契約あり

NTT（ひかり）

NTT（ひかり）

NTT（ひかり）

NTT（ひかり）

契約・追加あり

追加・契約あり

NTTの光回線契約はNTT（メタル）ではなくNTT（ひかり）をご選択ください

親・追加あり、追加・親ありは
契約・追加あり、追加・契約ありに変更されております。
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No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 継続 単独 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 番ポ 単独 2024/5/1 NTT（メタル）

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 番ポ 単独 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 継続 単独 2024/5/1 NTT（メタル）

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 番ポ 単独 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 番ポ 単独 2024/5/1 NTT（メタル）

申請書「申請電話番号情報」の記載例

A

B

C

（２）複数の回線契約、電話番号に関連性がない場合

契約回線① 03-xxxx-0001 A：２番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は継続利用となる。「継続」と記載
C：②だけ番ポ → ①は継続利用となる。「継続」と記載

契約回線② 03-xxxx-0002

単独

単独

アナログISDNの回線契約
※回線は光でもこの契約が継続されている場合、も含む
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No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 継続 代表組・親 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 番ポ 代表組・子 03-xxxx-0001 2024/5/1 NTT（メタル）

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 番ポ 代表組・親 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 継続 代表組・子 03-xxxx-0001 2024/5/1 NTT（メタル）

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号 開通希望日 ご利用中の通信場業者

1 03-xxxx-0001 番ポ 代表組・親 2024/5/1 NTT（メタル）

2 03-xxxx-0002 番ポ 代表組・子 03-xxxx-0001 2024/5/1 NTT（メタル）

申請書「申請電話番号情報」の記載例

（３）複数の回線契約の電話番号が「代表組」されている場合

契約回線① 03-xxxx-0001

A

契約回線② 03-xxxx-0002

代表組
A：２番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は継続利用となる。「継続」と記載
C：②だけ番ポ → ①は継続利用となる。「継続」と記載

B

C

親番号

子番号

アナログISDNの回線契約
※回線は光でもこの契約が継続されている場合、も含む
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No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号

1 03-xxxx-0001 番ポ 親・追加あり

2 03-xxxx-0002 番ポ 代表組・子

3 03-xxxx-0003 番ポ 追加・親あり 03-xxxx-0001

申請書「申請電話番号情報」の記載例

A B

C

（４）複数の回線契約の電話番号が「代表組」され、追加番号（ダイヤルイン番号）がある場合

追加番号③ 03-xxxx-0003追加

契約回線① 03-xxxx-0001

契約回線② 03-xxxx-0002
代表組

A：３番号番ポ → すべて「番ポ」と記載
B：①だけ番ポ → ②は継続利用となり「継続」と記載

③は解約（廃止）となり「廃止」と記載
※③を継続したい場合は、事前に契約変更が必要

C：②だけ番ポ → ①③は継続利用となり「継続」と記載
D：③だけ番ポ → ①②は継続利用となり「継続」と記載

D
No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号

1 03-xxxx-0001 継続 親・追加あり

2 03-xxxx-0002 番ポ 代表組・子

3 03-xxxx-0003 継続 追加・親あり 03-xxxx-0001

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号

1 03-xxxx-0001 番ポ 親・追加あり

2 03-xxxx-0002 継続 代表組・子

3 03-xxxx-0003 廃止 追加・親あり 03-xxxx-0001

No. 電話番号 申請 親/子/追 親番号

1 03-xxxx-0001 継続 親・追加あり

2 03-xxxx-0002 継続 代表組・子

3 03-xxxx-0003 番ポ 追加・親あり 03-xxxx-0001

アナログISDNの回線契約
※回線は光でもこの契約が継続されている場合、も含む

契約・追加あり

追加・契約あり

契約・追加あり

追加・契約あり

契約・追加あり

追加・契約あり

契約・追加あり

追加・契約あり
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契約名義の審査基準 契約者名に相違があると申請できませんので、必ず正確にご記載ください。
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